
 

 

 

新しい政策の20周年を迎えて、

EPOに積極的な役割をとらせることに

なった状況とその結果何が起こった

のかを振り返ることが適切であるよう

に思われます。 

 

 歴史 

 1980 年代半ばまで、EPO は、ヨーロ

ッパのための妥当な特許付与制度を

構築することに集中しており、特許情

報に力を注いではいませんでした。

EPO は申請を公表し、後には認めら

れた特許を公表していましたが、これ

らは通常は大企業によりまたは外国

の特許庁との情報交換のために使わ

れ、他に使われることはあまりありませ

んでした。特定の会社が特許情報に

よって大きな利益を上げていたことは

事実ですが（この分野でのパイオニア

として最も有名なのは Derwent 社で

あり、現在は Thomson Reuter 社の一

部となっています）、この時期 EPO は

裏方にとどまっていました。なぜこの

状況が大きく変化したのかを知るため

には、私たちはさらに時を遡る必要が

あります。 

 第 2 次大戦後まもなく、特許および

特許申請のための国際的な文書セン

ターを設けるという構想について高レ

ベルの話し合いが行われました。これ

は 15 年以上も続き、1965 年の BIRPI

（WIPO の前身である組織）による「世

界特許目録」と呼ばれるプロジェクト

を開始する決定につながりました。そ

の後に行われた入札には、オーストリ

ア政府、IIB およびダーウェントが参加

しました。せりに勝ったのはオーストリ

ア政府で、1972 年 5 月に契約が締結

され、INPADOC としても知られる 
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（国際特許文書センター）」が設立さ

れました。 

 

 INPADOCのチームは、他の企業や

公的機関を頼ってもうまくいかない場

合に、特許関連文書の写しを入手す

ることのできる人々であるとの名声を

短時間のうちに獲得しました。

INPADOCの特許分類サービスは、文

書を共通の分類に従って並べたもの

で、IPCの成功を確保するのに役立っ

たと思われます。しかしながら、革新

的であったのは、ある発明が世界規

模で保護されている範囲を示すこと

ができる独特のサービス、INPADOC

の特許ファミリー体系(PFS)です。

1980年代の終わりまでには、

INPADOC PFSのデータベースは、世

界で公開されているすべての特許文

書の95パーセント以上の情報を網羅

するまでになりました。 

 

 その間に、ハーグで、EPOは、特許

検索のためのコンピューターの利点

を見出しつつありました。EPOが開発

中であった一連のデータベースは、

企業にも一般公衆にも有用であること

がすぐに明らかになりました。 

 

 1980年代の半ばまでに、特許情報

を求める公衆からの需要が実際にあ

ることが明白になりました。また、その

時点までの発展は、その場限りで統

一性もなく、ヨーロッパ全体をカバー

する枠組みが必要であることも明白に

なりました。そこで1988年に、理事会

は、EPOは公衆によるデータ利用を

拡大し、ヨーロッパにおける特許情報

の普及を調和させるための措置をとる

べきであると決定しました。 

 

 1988年以降 

 1988年の決定はEPOにとって重要

な瞬間であり、いくつもの大がかりな

プロジェクトに取り組むきっかけとなり

ました。直近の目的は、ヨーロッパの

特許情報の公開方法を、その当時の

最先端の技術、すなわちCD-ROMに

移すことでした。 

 

この政策決定は、EPOはできるだ

けたくさんの特許データを公衆が入

手できるようにする措置を自由に取り

うることを意味していました。これは特

許庁のための新たな活動でした。そ

のときまで、各国の特許庁にとって、

自らの特許文書を公表すべき義務が

ありましたが、公衆に対し、国際的な

文書の検索を提供している特許庁は

ありませんでした。 

 

EPOは、以下のことをはじめました。 

■PCTの最小限の文書を維持するた

めに必要なものに加えて、各国の特

許および実用新案に関する文書を集

める。このことはINPADOCが1991年の

はじめにEPOに統合された時に特別

の意味を持ちました。 

■テキスト形式で読み込むことができ

る特許についての英文の要約のデー

タベースを開発する。 

■審査登録状況のデータを含む、世

界中のデータを加えて、EPOのデー

タベースを拡張する。これは、

INPADOCがEPOの一部となったとき

に始まった第2のプロジェクトです。 

 

 ビッグバン－esp@cenet 

 これらの活動は、執行委がEPOの製

品のためのコスト算定の原理を認め

たときに1997年に急速な発展を迎え

ました。EPOは商業データベースのホ

ストコンピューターから日夜使用料を

徴収することを止めました。さらに重

要なことに、この決定によって、EPO

のデータすべてにアクセスできる無料

のインターネットサービスを実施する

ことが可能になったのです。 

 

 1998年に立ち上げられた

esp@cenetは、他のどんな製品にも

まして、特許情報の外観を変えたとい

ってよいでしょう。 

 

 1998年以降は、ヨーロッパの特許情

報は統合の時期に入りました。EPOは

esp@cenetの改良、MIMOSAの強

化、そして概してインターネットが提

供する新しい可能性のほとんどを構

築するよう、これらの特許製品を適用

することに取り組みました。 

 

 今日の特許情報 

 左の表は、1988年以降に生じた尋

常でない変化のいくつかを示してい

ます。このような大きな変化が生じた

ことを別にしても、 元となる政策の案

を作った者の先見の明を裏づけるの

は、1988年に策定された原案が20年

後の今日でもまだ通用することです。

ユーザーは完全で包括的なデータを

求めています。彼らはそのようなデー

タが出され次第できるだけはやく入手

したいと望んでおり、最先端の技術を

用いて検索できるように望んでいま

す。 

 

 EPOがユーザーに期待されている

ツールやサービスをより自由に与える

ことができるように、また、新たに足を

踏み入れた者が特許情報の世界で

成功を収めるのに十分なスタートを切

るのに必要なものを持てるようにする

のにあつらえ向きの製品を提供する

ことに取り組むことができるように、こ

の政策は2007年に再編されました

（Patent Information News 03/2007参

照）。 

 

 1988 2008 

EPO のデータベース

内の文書の数 

2,000 

万 

6,500 

万 

INPADOC の特許ファミ

リー・データベースで

網羅されている国の数 

40 85 

INPADOC の法的地位

データベースで網羅さ

れている国の数 

12 45 

検索の主なツール 
紙と 

マイクロフィルム 

オンライン 

データベース 

EPO 加盟国の数 13 34 

 

 

リサ・マクドナルド＝メイヤーとナイジェ

ル・クラーク。esp@cenet チームでお

馴染みの 2 人の初期の写真。 

1998 年、ドイツ、エルフルート、カイザ

ーサールでの EPIDOS 年次総会の夜

食。ラインハルト・シュラム教授、ピータ

ー・カラスおよびジェラード・ジロウド。 

ジュークボックスの山。それぞれ 100

枚の CD-ROM を格納できる。これが注

文に応じて特許文書を印刷するのに

用いられていたシステムである。 

 



 

品質とは、パスタ(fettuccini)のごとく、 

連帯責任である。 

 アメリカのコラムニスト、Calvin Trillin はかつてこう言いました。 

「結婚というのは、単にパスタ（fettuccini）を分け合うのではなく、

まず第一にパスタ（fettuccini）のレストランを見つける責任を 

連帯して負うことなのである。」 

 特許情報のコミュニティーには、あ

なたが普通、婚姻により得る家族より

も若干多くの人々が含まれますが、そ

れでも小さな、緊密なコミュニティーで

あり、私たちのほとんどが離婚する機

会なく生涯をかけてそれに打ち込ん

でいます。我々のコミュニティーの腹

を満たすのは、特許情報、より正確に

言えば高品質の特許情報です。 

 

 特許検索における質が今年10月、

ストックホルムにおける特許情報会議

のプログラムの中心テーマとなりま

す。そして、それがEPOの特許情報

一般の優先されるべき特徴なので

す。 

 

 EPOの評判は、法的な訴えが起こさ

れた場合でもこれに耐えて残る可能

性がきわめて高い特許を生み出す、

特許付与手続の上に築かれたもので

す。このことを達成する基盤は、手続

開始時の検索にあります。検索者に

真に抜きん出たデータベースと検索

ツールを提供した場合にのみ、常に

よい検索を行うことが期待できるという

ことを私たちは知っています。 

 

 誰でもesp@cenetを通じてEPOのデ

ータベースにアクセスでき、いろいろ

な商業的なデータベース業者によっ

て各種のサービスが提供されていま

す。 

 

 我々の最善の努力と毎年EPOのデ

ータに数百万件が追加されることで、

我々は入手できる特許データの質を

高めていることを知っています。また、

我々は、「データの誤りを報告する」

機能を用いてesp@cenet内のそれま

で気づかれなかった誤りを教えてくれ

るたくさんのユーザーに感謝していま

す。特許出願に提出する書類がEPO

のデータベースに載ることを承知して

おり、良質で偽りのないデータ、明確

な表題、およびきちんとまとめられた

要約を提出することに最善を尽くして

いる出願人にも感謝しています。 

 

 しかし、そのような高品質の特許デ

ータも検索者自身が、どのように高品

質の検索を行うかわかっている場合

にのみ、高品質の検索結果に残りうる

のです。それゆえに私は、自己の名

において特許検索を専門職として確

立しようとするユーザー・コミュニティ

の努力を歓迎します。それは特許出

願人から特許庁までのすべてのプレ

イヤーが、重要な貢献をしていること

を確認する働きをしているといえま

す。 

 

 品質は特許情報コミュニティーおよ

びそれを超えた範囲に連帯して課せ

られた責任であり、特許情報における

我々の仕事は、EPOがその連帯責任

の負担部分を確実に果たすようにす

ることなのです。 

Richard Flammer 

特許情報主席部長 

 

論説 

特許と発明に 

光をあてる 

統計学者、政策決定者、および企業

経営者が 9 月 4 日および 5 日にウィ

ーンに集まり、発明および特許統計

の分析についての近年の進歩につ

いての話し合いを行いました。EPO 長

官室長(Controller)、Ciaran McGinley

は、特許統計は世界的な特許審査の

停滞の問題を扱うのに重要な役割を

果たしており、よりよい統計が、審査

待ちの特許出願の数が世界規模で

急激に増えている「世界的な特許の

温暖化」として知られる現象に対処す

るのに有用だと述べました。 

 

 McGinley 氏は、グローバリゼーショ

ン、審査時間、ボーダレス化という３

つの要素の組み合わせが現在の状

況を作り出し、不確定性とリスクに結

びついていると述べました。彼はま

た、統計が特許出願の質を査定する

のにも役に立ち、ゆえに「審査を高め

る」のに貢献しうると付け加えました。

EPO とともに会議を主催した経済協

力開発機構(OECD)のシニア・エコノミ

ストである Dominique Guellec は、経

済分析のためには統計が重要である

ことを強調しました。地理的な位置や

企業経営者により分類された発明に

関する統計の信頼できる唯一の情報

源として、それらはかけがえのない情

報を提供しうるといいます。 

 

Guellec 氏は、出願人の名前の調和

のような共通の基準が採用されるべき

であると述べました。異なる当事者が

他者によりなされた分析作業から利

益を得られるように、ハーモナイゼイ

ションは分析の新たな道筋を開拓す

るものなのです。 

 

会議における発表は、 

www.epo.org/about-us/events/patent

-statictics2008.html 

でまもなく入手可能です。 

特許戦略 

 

 



これまでにもまして移り変わりの激しい特許情報の世界で、 

ユーザーのニーズに合致する 

  スウェーデンは、ストックホルムで 10 月 28 日から 30 日まで開かれる今年の EPO 特許情報

会議の開催国です。この記事では、スウェーデン特許庁の特許情報部長である Johan Winther

がユーザーの特許情報の発展に合致するために、スウェーデン特許庁がどのような努力をして

いるのかについて手短な説明をしてくれています。 

スウェーデン特許庁 

 スウェーデン特許・登録庁(PRV)はヨ

ーロッパで最も古い特許庁の一つで

す。それは当初から PCT（特許協力

条約）および EPC（欧州特許条約）に

含まれており、60 年以上もユーザー

にサービスを提供してきました。 

 

 そのような経験はかけがえのないも

のですが、我々はこれまでにもまして

移り変わりの激しい世界で仕事をして

おり、我々に対する需要および我々

のサービスは時間とともに変化してき

ました。特に注目すべき発展として

は、顧客は大量の特許情報を解釈す

るための手助けがより一層必要にな

ってきたということであり、その結果、

高度の顧客サービスの需要が高まっ

ているということです。 

 

 2007 年に ISO9001 の認定を受け、

PRV は品質管理を非常に重視してき

ました。ユーザーはインターネットとイ

ンターネット上の多様な検索エンジン

を通じ、無料でますますたくさんの情

報にアクセスできるようになっていま

す。このことにより、我々が作成する

特許情報および関連情報の明確性、

ならびにユーザーのニーズを念頭に

どのように我々が特許情報を発展さ

せていくかという方針の明確性がより

一層求められています。 

 

 

 

 

 

 全ての国が自国の特許情報を公開

することを目指しているので、これま

でに以上に増加した情報が異なる言

語で生み出されています。この言語

の問題は、ちょうど今争点となってい

るものです。ロンドン条約が承認され

て以降、普段スウェーデン語を使って

いるユーザーにとって、クレーム（請

求項）だけでなく、特許の明細書を丸

ごとスウェーデン語で読めるようにす

るというニーズが生み出されてきまし

た。その一方で、英語を使っているユ

ーザーは、スウェーデン語の特許の

明細書を、英語で読みたいと望んで

います。PRV は、この問題を注視して

おり、EPO と協働して、スウェーデン

語から英語、英語からスウェーデン語

への自動翻訳プロジェクトに取り組ん

でいます。 

 

 分類システムも、特許情報の密林で

途を探し求めるユーザーの助けとなる

ものです。PRV は、何年も IPC 改革を

推進してきた勢力の一つです。我々

は、システムとその使用法を発展させ

るのは全てのユーザーの責任である

と感じています。それゆえに我々は、

スウェーデンの特許全てについて分

類し、類別された情報を入手できるよ

うにすることに取り組んでいます。 

 

 我々は、来年中に、esp@cenet に

おいてユーザーが全てのスウェーデ

ンの特許を類別ごとに検索できるよう

になることを見込んでいます。我々は

また、古い IPC 情報を含む特別なスウ

ェーデン特許の明細書を ELCA により

分類することに取り組んでいます。 

 

 これに加えて、我々の一般情報部

門は、特許システムとその使い方に

ついての高度な質問を頻繁に受ける

ようになっています。PRV は、市場に

おける他の政府機関とも協力して、特

許戦略、融資、および製品開発とい

った PRV の専門分野以外のサービス

をユーザーが受けられることを確保し

ていきます。 

 

 最後に重要なことを述べますと、

我々は補充的国際検索 

(supplementary international search: 

SIS)サービスを提供する最初の特許

庁の一つになります。2007 年 10 月の

PCT ニュースレターを参照してくださ

い 。

www.wipo.int/edocs/pctndocs/en/200

7/pct_news_2007_10.pdf 

 

 さ らに情報が必要な 場合には 、

www.prv.se をご覧ください。 

 その洗練された検索システムによっ

て、ESPACE LEGAL の DVD 版は、誰

でも EPO の判例法を探究したいと望

む人にとって完璧なツールとなってい

ますが、インターネットを参照する時

間がありません。ESPACE LEGAL は、

まとまった、使いやすいパッケージに

入れて、あなたの戸口に情報をお届

けします。 

 

 2008 年 11 月以降、ESPACE LEGAL

は次のような新しい特徴を含むように

なります。 

■新しい、改良されたインターフェイ

スを通じて３つのデータベース全てに

アクセスしやすく、広汎な検索が可

能。 

■法律文書を HTML 形式および PDF

形式で検索するための新しいデータ

ベース 

■ソフトウェアをインストールする必要

なし。DVD から直接データベースに

アクセスできる。 

■あなた自身の公開システムで使う

ために内容を簡単に抽出できる、統

一された XML 形式により EPO の審判

部の審決を完全収録。 

 

 これに加えて、ESPACE LEGAL をあ

なたの内部ネットワーク内のサーバー

の中心に搭載し、 

あなたの会社内でアクセスを提供す

る こ と が 一 層 簡 単 に な り ま し た 。

ESPACE LEGAL について 情報がさら

に必要な場合には、epal@epo.org に

連絡してください。ESPACE LEGAL は

www.epo.org/order で注文できます。 

 

 近日中に特別提供があります・・・ 

 EPO のホームページに注目してい

てくださ い。10 月末から、ESPACE 

LEGAL の最新版を試用するための特

別提供があります。 

製品情報 

 

ESPACE  LEGAL の改良 

 



Patent Documentation Group が 

EPO の品質向上プログラムを歓迎 

Patent Documentation Group(PDG)によって書かれた本稿は、 

特許情報の専門家という専門職を確立しようとする努力および EPO の品質向上プログラムに対する支援を含む、 

同グループの主な活動について取り上げています。 

利用者団体 

 2007 年に特許の出願件数が増加し

たにもかかわらず、EPO は最近、2007

年に付与された特許の数は前年より

落ち込んだと発表しました。PDG は、

特許の質を上げるこ との重要性を

度々強調してきており、EPO が量より

質を重視するようになってきたことを

歓迎します。 

 

 PDG は 1957 年に設立され、会員だ

けでなく、特許情報コミュニティーに

おける皆の利益ために特許情報の効

果的かつ効率的利用の促進に努め

てきました。本グループは 8 カ国に拠

点を置き、多様な業種からなる 41 の

多国籍企業を代表しています。これ

には強力な研究開発部門を持つ有

名なブルーチップ会社も含まれてい

ます。 

 

目標と目的 
 

 本グループは供給者と利用者との

公正な協力関係のために努力しつ

つ、既存の特許情報製品およびサー

ビスの向上、ならびに新製品の開発

を促進することを目標としています。

しかしながら、主に取り組んでいるの

は、特許データの正確性、完全性、

信頼性および迅速性を改善すること

にあります。PDG は、EPO その他の国

の特許庁に加え、主要なデータベー

ス作成業者およびプロバイダーとも定

期的な上層部の会談を行っていま

す。本グループは、世界知的財産権

団体(WIPO)においてオブザーバーと

しての地位を得ています。 

 

業務部会 

 

PDG の数々の業務部会が特許情報

源の監視、試験および比較に携わっ

ています。 

 

「ネットワークとオンライン検索」部会 

 オンライン検索が 1976 年に確立さ

れたときには、未熟な段階にあり、こ

の業務部会は情報専門家が集まって

特許情報の検索についての意見や

経験を披露しあうフォーラムを提供し

ました。同部会はまた、全文検索、バ

イオ連続検索、分析および視覚化、

教育および認証のための業務部会と

協働しています。 

 

「影響」部会("IMPACT") 

 この部会の使命は、国内的、地域

的、国際的な特許に関する法令が特

許情報に与える影響を監視し、各国

特許庁の特許情報政策の透明性を

向上させることです。IMPACT は、特

許情報を提供している団体、各国の

特許庁ならびに EPO、epi、および

WIPO のような地域的、国際的な組織

と協力して、特許情報の質の向上に

努めています。 

 

 

 

 

主要な業績 

 

 過去 50 年以上にわたる PDG 会員

の献身的な努力は、特許情報が入

手・検索できる分野での主要な改善

に結びつきました。PDG は、もっとも

利用価値の高いデータ資料の多くが

出現し、国の範囲が拡大し、情報政

策が改改革され、新たな基準や機

能、命令、検索および表示の特徴、

データの事後加工、および統計分析

ツールが特許庁や業者から提供され

るようになるのに重要な役割を果たし

てきました。 

 

将来 
 

 電子特許情報へのアクセスはすぐ

にできるようになりましたが、不完全な

データや特許文書の翻訳に伴う問題

は、特許情報のコミュニティーにおい

て依然として重大な障害となっていま

す。その上、入手できる大半の情報

の質と、関連し信頼のおける情報を

検索するために必須の熟練の平均的

な程度は低下してきています。PDG

の主要な目的の一つは、特許検索の

専門家の役割を認められた専門職と

して確立し、それにふさわしい地位を

与えることです。PDG はすでに業務

部会を設置して最低限の教育、訓練

およ び経験の基準を定めまし た。

PDG は近い将来のうちに、特許検索

の専門家が国際的に承認された資格

となることを希望しています。 

 

 PDG は、EPO の新たな特許情報主

席部長、Richard Flammer が声明文

において「特許検索は高い技能の必

要な活動だ」と述べたことを支持しま

す。 

 

 PDG についてのさ らなる情報は

www.p-d-g.org/を参照してください。 

 

Minoo Philipp 
Henkel AG & Co.社 特許情報部長 
ドイツ国デュッセルドルフ、KGaA 番 
Patent Documentation Group 代表 
Minoo.Philipp@henkel.com 

 



特許の出願件数で中国がアメリカと日本を追い越す勢い 

市場調査会社 Evalueserve の最近の報告書によれば、もし現在の成長率が続けば、2012 年までに 

特許出願の点で中国が世界最大の特許国になるとのことです。 

特許の動向 

 

 

 中国が 2004 年に EPO を上回った

のに続いて、2005 年に世界第 3 位の

特許出願国である韓国を追い抜いた

ことを示しています。中国の国家知財

局は、特許出願の点で、今やアメリカ

合衆国および日本に次ぐ存在となっ

ています。 

 

 日本が第 2 位に転落 

 中国の成長率は強い印象を与える

ものですが、中国だけが特許出願の

著しい増加を経験した主要国ではあ

りません。WIPO の世界特許報告

2008 年版によると、2006 年に USPTO

が受理した特許出願の数は 425,966

件であり、1963 年以来再び世界第一

位となっています。2006 年に日本の

特許庁が受理した特許件数は若干

減少し（408,674 件）、日本の特許庁

の次年度の数字によれば、2007 年は

さらに減少して 1997 年以来 40 万件

台を割り込むことが確認されていま

す。 

 

 2012 年から 2014 年までの間に中国

が第 1 位に？ 

 興味深いことに、いつ中国が日本と

アメリカを追い抜くかについて専門家

の 予 測 は 異 な っ て い ま す 。 

Thomson Reuter 社のニュースレター

KnowledgeLink の記事によれば、アメ

リカは 2009 年まで日本を上回ること

はなく、中国は 2011 年にはじめて日

本を上回り、2014 年にアメリカを上回

ると示唆しています。 

 

 けれども、誰もが同意するであろうこ

とは、それは時間の問題に過ぎない

ということです。 

 2007 年に、SIPO は合計 694,153 件

の特許出願を受理しました。これは前

年に比して 21.1 パーセントの増加で

す。（但し、この数字は「特許（発明）」

出願、「実用新案」出願および「意匠」

出願という 3 種類の異なる出願を含む

ものです。）20 年間の特許出願の数

は 2000 年から 2006 年にかけて平均

20 パーセント以上の成長を示してい

ます。 

 インドと中国 － 類似点と相違点 

 目を転じると、インド特許庁(IPO)に

おける特許の出願件数は過去6年で

3倍になっています。インドの特許制

度に関する独立の報告書によれば、

2007－2008会計年度中に、35,000件

を超える特許出願が行われたと

Evalueserve社は報告しています。（た

だし、IPOは、こうした数字を裏づける

情報を何ら公表していません。）これ

は、前の年に比して21パーセントの増

加であり、SIPOの傾向と似ています。 

 

 大きな違いは、中国の国内出願件

数は、インドよりも急速に、過去数年

は平均25パーセントも伸びているとい

うことです。2007年には、中国での出

願の60パーセント以上が国内での発

明でした。このことはインド国内の会

社が、特許と強力な特許ポートフォリ

オの利益に依然として懐疑的である

一方、中国国内の会社にとって、特

許の保護の利益が急に高まってきた

ことを示しています。 

 

 このことに取り組むため、インド産業

省は全国的な知的財産意識（改革）

キャンペーンを立ち上げる計画を最

近発表したばかりで、大学、実験室、

州レベルの通商産業省、特許専門の

弁護士、および科学研究に携わって

いる人々にこのキャンペーンに加わる

ことを求めています。 

 

 
 
1) "Patenting Landscape in China" (22 May 
2008): 
www.evalueserve.com/Media-And-Reports/W
hitePapers.aspx 
2) www.wipo. int/ipstats/en/statistics/patents/ 
wipo_pub_ 931.html 
3) www.jpo.go.jp/cgi/linke.cgi?url=/torikumi_ 
e/hiroba_e/2007syutugan_e.htm 
4) http://scientific.thomsonreuters.com/news/ 
"Made in China – a glimpse into the future of 
patent information" 
5) "Patenting Landscape in India" (23 May 
2008) 
at www.evalueserve.com/Media-And-Reports/ 
WhitePapers.aspx 
6) "Patenting Landscape in China" (22 May 
2008): 
 www.evalueserve.com/Media-And- 
Reports/WhitePapers.aspx (page 2) 
7) "Patenting Landscape in India" (23 May 
2008) 
at www.evalueserve.com/Media-And-Reports/ 
WhitePapers.aspx (page 2) 

〔グラフ１： 世界の 5 大特許圏における特許出願件数〕 

     ヨーロッパ、中国、韓国、アメリカ合衆国、日本 

〔グラフ２： インド特許庁における特許出願の動向〕 
    特許の出願件数、 審査件数、 付与件数 

 



現在のアジアは？ 

知っていましたか？ 

アジアからの特許情報 

KIPO の年報が英語で手に入るよ

うになりました。 
韓国特許庁(KIPO)の年報を 

www.kipo.go.kr/kpo2/ek でダウンロ

ードできます。画面中ほどの「Popular 

pages（人気のあるページ）」に進ん

で、「02」をクリックすると、年報の頁が

開きます。デフォルトは 2006 年版で

す。画面中央左のドロップダウン・メニ

ューを使うと、2007 年版を選択できま

す。 

 

TIPO の年報 2007 年版が英語ウ

ェブサイトで入手できます。 
台湾特許庁(TIPO)の年報を 

www.tipo.gov.tw/eng/statistics/Ann

ual_Report_2007.pdf でダウンロード

できます。 

 

改正された韓国特許法、実用新

案法、商標法および意匠法の英

語版が KIPOから入手可能です。 
これらの韓国知的財産権法の英語版

は、2007 年の改正を反映しており、 

ww.kipo.go.kr/kpo2/ek で（PDF 形式

で）ダウンロードできます。ページの

一番上のメニューにある「Reference 

material（参照資料）」をクリックして、

次に「IP laws and treaties（知的財産

権に関する法律および条約）」をクリッ

クします。 

 

JPO が「業務・システム最適化計

画案」を公表しました。 
日本での電子政府に向けた最近の

動きにより、JPO は 8 月に業務・システ

ム最適化計画案を公表し、2008 年 9

月 5 日まで意見を募集しています。

「より賢く、身の引き締まった」検索シ

ステムを構築することを目指して、計

画案は中国と韓国の特許データの重

要性が増してきていることを認め、英

語以外の言語へのアクセスを向上さ

せるために多言語の翻訳機能が必要

であるとしています。JPO の検索シス

テム（公衆サービスを含む）の再構成

は 2013－2014 年までに完了する見

込みです。計画案は 

KIPRIS の K2E-PAT サービスが、

韓国の特許および実用新案につ

いて英語の表題ならびに申請者

名を提供しています。 
2008 年 7 月以降、K2-PAT ユーザー

は、韓国語の原文データの中の英語

のキーワードを用いて検索することを

含め（多言語の特許検索機能）、23

の検索分野にアクセスできるようにな

りました。 

 

K2-PAT はまた、韓国の特許および実

用新案について英語の表題ならびに

出願人名の英訳を提供しています。 

 

韓国語の全文を自動翻訳するために

は手数料が必要ですが、検索を行い

結果（英語の表題および出願人名を

含む） を表示するのは 無料です。

た。 

このサービスには数字、データ、IPC

の分類、およびキーワードでの検索

機能が備わっており、英文の特許要

約ならびに実用新案および意匠の書

誌情報が提供されています。 

 

台湾の文書の法的地位の基本情報

を英語で入手することもできます。さ

らに詳しくは、8 ページの記事を参照

して下さい。 

 

電子文書作成ができるようになっ

た 1 年目にインドの特許庁で

1,000 件の特許および商標の出

願がありました。 
IPO は、2007 年 7 月に電子文書作成

システムを立ち上げました。運用を開

始して 12 ヶ月の間に、全出願件数の

約 3 パーセントにあたる約 1,000 件の

オンライン出願がありました。インドで

の電子文書作成についてさらに詳し

くは、 

www.ipindiaonline.gov.in/on%5Fline/

にアクセスしてください。2009 年 4 月

29 日に開かれる、EPO の次回の

「East meets West（東西会合）」フォー

ラムで、インドについての特集があり

ます。 

 

KIPO が 2008 年 10 月に審査を

早急に行う新たな制度を導入す

る案を発表しました。 
KIPO の新しい短期審査制度は、全て

の種類の工業財産権に適用され、審

査を迅速に行い、２，３ヶ月以内に出

願人が決定を受けることができるよう

にするものです。KIPO によって認定

された４つの団体(KIPI、WIPS、韓国

知 財 保 護 技 術 研 究 所 お よ び IP 

Solution)のうち１つによって作成され

た従来の技術に関する報告書を出願

人が提出した場合に限り、短期審査

を選択することができます。 

 

KIPO はまた、出願人がいつ審査を開

始してほしいか特定するのを認めるこ

とにより、審査をより柔軟にしていま

す。これは、出願日から 18 ヶ月から 5

年（実用新案については 3 年）の間で

選べます。出願から 2 ヶ月以内ならば

審査を遅らせてほしいという請求を撤

回したり、期限を変更することも可能

です。 

www.managingip.com/Popups/Print

Article.aspx?ArticleID=1964494&issu

eID=&categoryID を参照して くださ

い。 

 

東アジアについてより多くのニュース

が必要であれば、 

http://eastmeetswest.europeanpaten

t-office.org/news を訪れてみてくださ

い。 

 

www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/iken/i

ken_systemsaitekika.htm で入手でき

ます（日本語のみ）。 

 

SIPO の中国語・英語の自動翻訳

機能の手引きを CNPAT のウェブ

サイトで利用できます。 
この実践的ユーザー・ガイドは、中国

特許データベース 

(www.cnpat.com.cn)の英語版検索イ

ンターフェイスを通じてどのように中

国語から英語への自動翻訳を行うか

手順を追って示しています。この手引

きは、 

www.cnpat.com.cn/430/homepage/g

uidehome.html で入手できます。 

 

K2-PAT の自 動翻 訳 サ ー ビス は、

http://k2epat.kipris.or.kr/k2epat/sear

chLogina.do?next=GeneralSearch で

利用できます。さらに詳しくは、 

www.epo.org/patents/patent-inform

ation/east-asian/translation/K2E-PAT

.html を参照してください。 

 

台湾特許庁(TIPO)が無料の英語

での特許検索システム TWIPAT
を再度立ち上げました。 
2008 年 7 月 1 日から、台湾の特許、

実用新案、および意匠の原文が 

http://twpat.tipo.gov.tw/twcgi/twpat

2_e?149:1820232580:20:::@@114557

で英語の検索インターフェイスを通じ

て PDF 形式で手に入るようになりまし

 



TIPO が台湾の特許情報についての無料検索の幅を拡充 

アジアからの特許情報 

 2008 年 8 月に、台湾特許庁(TIPO)

は、オンラインの「TWPAT」データベ

ー ス （ http://twpat.tipo.gov.tw) に

数々の新しい特徴を付け加えました。

欧米のユーザーが台湾の特許情報

にアクセスしやすくするため、特に、

英語の検索インターフェイスが改良さ

れました。例えば、ユーザーは英文の

法的地位に関するデータだけでなく

PDF 形式の文書全文を検索するため

に英語のインターフェイスを使うことが

できます。中国語のプラットフォームも

全文データへのアクセスを含むいく

つかの新しい特徴が加えられていま

す。 

 

 英語での高度な検索のオプション 

 台湾の特許、実用新案および意匠

を検索するためには、 

http://twpat.tipo.gov.tw/twcgi/ttswe

b?@twpat2_e を訪れればよいだけで

す。そこでは次のような検索方法があ

ります。 

 

■「Number Search」 単なる数字また

はデータの検索 

■「Quick Search」 キーワードの検索 

■「Boolean Search（ブール演算子を

用いた検索）」または「Fields Search」 

IPC の分類や出願人・発明者の氏名

を用いたより複雑な検索項目による

検索 

 

あなたはこれらの検索を、「Granted 

Invention （ 特 許 が 付 与 さ れ た 発

明）」、「Published Applicants（公開さ

れた出願）」、「Utility Models（実用新

案）」または「Design(意匠）」において

行うことができ、また、検索結果一覧

における該当件数を最大 50 件まで調

整することができます。 

 

TWPAT は、英語の検索画面から PDF

形式の台湾の文書原文をユーザー

がダウンロードすることをはじめて可

能にしました。これらの文書は全文を

印刷したり保存したりできます。 

 

 

 

 審査登録状況の英文 

 台湾 の 審査 登録 状況 の情 報は

1974 年頃に遡りますが、今や英語で

手に入るようになりました。 

審査登録状況は、書誌データと共に

表示されます。特許と実用新案につ

いては以下の審査登録状況のデータ

を現時点で入手可能です。 

■付与日 

■撤回または満了日 

■最大期間 

■毎年の更新料の支払期日 

■更新料が支払われた年数 

■拒絶 

■異議または取消しの手続 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中国語を含む検索 

 最新のデータが英語で入手できる

ようになるまでには時間がかかるた

め 、 中 国 語 の イ ン タ ー フ ェ イ ス

(http://twpat.tipo.gov.tw)でも検索を

行うことをお勧めします。単なる数字

や分類による検索ならば、中国語を

知らなくても実行できるからです。 

 

 TWPAT にはまだ自動翻訳の機能は

ありません。しかしながら、インターネ

ット上の翻訳エンジンのいずれかに

文章をコピーすることはできます。大

まかな英訳は、少なくともある中国語

の文書の内容があなたの関心を引く

ものであるかを決めるのには役立つ

でしょう。 

 

 審査登録状況の情報についても同

様に、データが最新であることを確実

にするために、TWPAT から入手した

英語のデータを中国語版と比較する

ことを勧めます。しかしながら、中国語

版のデータベースに含まれるデータ

は、英語で検索できるものと同じであ

ることがほとんどです。 

 

 TWPAT で検索を行う場合のさらなる

コツ 

 中国語の知識なしで中国語の検索

インターフェイスをどうやって使えばよ

いのかについての簡単な検索の手引

きが必要な場合には、 

asiainfo@epo.org に連絡してくださ

い。 

 英語の検索画面 中国語の検索画面 

公開された出願 2003年5月以降の書誌データ、文書原

文、および英文の要約 

2003年5月以降の書誌データ、要約およ

び文書原文 

付与された特許 1950年頃からの書誌データ、1990年以

降の文書原文（ファクシミリ）、1993年以

降の英文の要約（1993年から1997年まで

は国内の特許および外国の優先権のな

い特許についてのみ） 

中国語の書誌データおよび1950年頃か

らのTIPOの公報誌からの抜粋、1990年

以降の文書原文および要約 

実用新案 1950年頃からの書誌データ、1990年1月

以降の文書原文、1998年以降の英語の

表題および名前 

1964年以降の中国語の書誌データ、

1950年頃からのTIPOの公報誌からの抜

粋、1990年以降の文書原文および要約 

意匠 
1964年からの書誌データ、1990年1月以

降の文書原文（ファクシミリ） 

1964年からの中国語の書誌データ、

1974年以降のTIPOの公報誌からの抜

粋、1990年以降の文書原文および要約 

更新 
毎月 付与された特許について月3回、公開さ

れた出願について月2回 

掲載にかかる時間 
英語の表題および名前について５～６ヶ

月、英文の要約について8ヶ月 

公開された日に入手可能 

 

 



1998 年から 2008 年まで：  
esp@cenet の 10 周年を祝う 

esp@cenet 

esp@cenet の最初の 10 年間の歩み 

 

1998 年 10 月： Ingo Kober(EPO 長

官)および Edith Cresson（欧州評議会

議員）が esp@cenet を公開しました。

パリでの公式の立ち上げは特許情報

の新しい時代の幕開けを告げるもの

でした。1 回のマウスクリックで約 3,000

万件の特許文書へのアクセスが可能

になるのです。The Esp@cenet の名

前とロゴが商標として出願されまし

た。 

 

1999 年： データ範囲が相当拡大さ

れました。ユーザーは 63 の国と組織

から 1920 年以降の特許文書を検索

できるようになりました。esp@cenet の

新版では、IPC または EC の検索指標

に従い、分類検索ができるようになり

ました。（小文字で始まる）esp@cenet

が追加の商標として出願されました。 

 

2000 年： esp@cenet はヨーロッパの

特許出願の多様な出版物へのアクセ

スを可能にし、欧州特許 PCT 出願の

ための WO の出版物の数字へのリン

クを提供するようになりました。将来の

EPO 加盟国のために esp@cenet の

テスト・サーバーが立ち上げられまし

た。 

 

2001 年： 省略機能が利用できるよう

になりました。esp@cenet のデータベ

ースは US0000001 から始まる全ての

アメリカの特許文書を含むようになり

ました。この年はまた、韓国の特許文

書の英文要約が最初に公表された年

でもあります。 

 

 

2002 年： esp@cenet は引用されて

いる文書へのリンク、および関連する

分類指標についてのキーワード検索

を提供するようになりました。新たに 7

カ国が欧州特許庁 (EPO)に加わり、

esp@cenet ファミリーは成長し続けま

した。 

 

2003 年： esp@cenet の第 3 版は新

たなインターフェイス、改善された人

間工学(ergonomics)、よりよいナビゲ

ーション、および INPADOC ファミリー

および法的地位のデータを網羅、ユ

ーザー・フォーラム（掲示板）、および

サポート・ページのような一連の改良

点を含みます。 

 

 

2004 年： ユーザーは特許以外の参

照文献にもアクセスできるようになりま

した。esp@cenet のユーザー・サポー

トがオンラインの esp@cenet アシスタ

ント、ヴァーチャル教室、および映像

配信(roadshow)プログラムにより強化

されました。新たな小冊子や映像の

公開に伴い、esp@cenet は「アイデア

のデータベース」だと位置づけられる

ようになりました。 

 

2005 年： 文書全文の印刷およびダ

ウンロードができるようになりました。

esp@cenet はオンライン情報コミュニ

ティーにより最優秀のオンライン情報

サービスに選ばれました。 

 

2006 年： esp@cenet のデータを英

語、フランス語、ドイツ語、およびスペ

イン語に直す自動翻訳ツールの導入

により、特許文書を理解することが容

易になりました。 

 

2007 年： EPO は真正な人間のユー

ザーがデータベースを利用すること

が妨げられないように、esp@cenet の

ような無料オンラインサービスの公正

な利用規程を作成しました。 

 

2008 年： 今日、esp@cenet は予想

をはるかに超えるまでに成長しまし

た。esp@cenet のサーバーは、30 の

EPO 加盟国によって直接または間接

的に運営されており、esp@cenet の

概念は世界的に多くの特許機関によ

って採用されています。esp@cenet

のネットワークは 26 の言語を網羅し、

61 カ国についてその国のデータをど

こかの esp@cenet で直接検索するこ

とができます。また、合計 81 の知財団

体が esp@cenet の世界規模のデー

タベースに貢献しています。 

 

 

 将来はどうなるのでしょうか？もし

（未来を映し出す）水晶球があるなら

ば、数年先の esp@cenet はどのよう

に映るのでしょう？ 

 esp@cenet は特許情報を大衆化

し 、 民 主 化 し 続 け て い ま す 。

esp@cenet の発展は、ユーザーから

の要求と技術革新を反映していま

す。Web 2.0 や、ウィキ(wiki)、ブログ、

社会ネットワーク、およびフィードバッ

クから主要な変化が生じるでしょう。

今 よ り も っ と た く さ ん の 国 が

esp@cenet のモデルを採用し、デー

タの収録範囲も飛躍的に拡大するで

しょう。データベースに含まれる文

書、特に特許以外の文書はより複雑

多様になり、例えばメディア（新聞、テ

レビのニュースなど）の記事のファイ

ルを含むようになるかもしれません。

esp@cenet のユーザーはより洗練さ

れ た 機 能 へ の ニ ー ズ を 表 明 し 、

esp@cenet はそれに応えていくでし

ょう。esp@cenet の内容は拡大し、特

許だけでなくあらゆる種類の知財関

係の記録や出版物に及ぶでしょう。 

 

 あなたはどう思いますか？ 

esp@cenet の将来についてのあなた

の考えを xtal@epo.org に送ってくだ

さい。 

 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 
            

 
理事会がイン

タ ー ネ ット に

基盤をおく特

許情報サービ

スを立ち上げ

ることを決定。 

esp@cenetが
公式に発足。

データベース

に3,000万件

の文書。 

収 録 範 囲 が

拡大。1920 年

以降、63 の国

と組織からの

データが入手

可能に。 

esp@cenet
の 商 標 登 録

がなされる。 

アメ リカ 合 衆

国 の す べ て

の 特 許 文 書

が網羅され、

一ヵ月のユー

ザー数が 

173,000 人

に。 

分類コードの

ためのキーワ

ード検索がで

き る よ うに な

る。 

esp@cenet
第 3 版、一ヵ

月 の ユ ー ザ

ー数 313,000

人。 

esp@cenet
で 特 許 以 外

の 文 献 が 参

照可能に。 

文 書 全 文 の

印刷とダウン

ロード機能を

備 える 。 一 ヵ

月 の ユ ー ザ

ー数 455,000

人。 

英 、 仏 、 独 、

西 語 の 自 動

翻訳ツールが

利用できるよ

うになる。 

公 正 利 用 規

程が公表され

る 。一 ヵ月の

ユーザー数 

550,000 人。 

esp@cenet
の 10 周年。

データベース

に 6,000 万件

の文書。 

 

時系列 

 



 

公報誌 
(Official Journal) 

刊行物 EPO 以外のニュース 

World Patent Information 誌 
（世界の特許情報）の最新号 

PatentRetriever と

IPNewsflash： 
２つの新たな特許 
PDF のダウンロード

サイト  

Dialog が ProQuest 社に移転 

 公報誌の特別号 No. 3/2007 

 改正された欧州特許条約が発効

し、番号のふり直された実施規則が

施行されたことから、特許実務家に関

係のある EPO 長官の過去の決定と

EPO からの告示および通知を改訂し

て再度公表する機会が与えられること

になりました。この公報誌の特別号は

2007 年からの長官の決定と EPO の告

示のアップデート版を収録していま

す。 

 

 公報誌のアーカイヴ DVD 

 通常の月刊号と、1978 年から 2007

年までの特別号（判例法、発表の概

要、告示および通知ならびに手数料

を含む）の PDF ファイルを収録した新

しいアーカイヴ DVD が入手できるよう

になりました。 

 

 読者は、アーカイヴ DVD と公報誌

の 2007 年 3 月特別号を 

www.epo.org/order から注文できま

す。 

この国際的な査読つきの雑誌の最新

号が電子版および紙媒体で出版され

たことに関心がある読者も多いと思わ

れます。以下の話題についての記事

が掲載されています。 

■投稿による論説：無料の特許デー

タベースは十分に発達した 

■Thomson 社の Derwent 世界特許

分類記号を用いた化学構造による特

許の分析を考察 

■検索が意味をなさない場合とは？

第 2 部： 統一が取れない場合、EPO

のアプローチ 

■ヨーロッパの特許情報 2007： EPO

の政策が再形成される 

■特許について現在定期的に出され

ている刊行物を最大限利用するツー

ルとしての審決の系統分析 

■IPRInternalise のモデル： 知的財

産権を技術教育に統合する 

■特許データベースにより、中国に

おける産学複合体の技術的可能性を

評定 

■薬品の開発研究において情報専

門職の果たす役割の変化 

■特許調査のための高度な文書検

索技術 

 

編集者の Mike Blackman は、いつで

も投稿を受け取るのを歓迎します。連

絡先は、 

mblackmanwpi@tiscali.co.uk です。 

 

内容の一覧、要旨など、この雑誌に

ついての更なる情報は、 

www.elsevier.com/locate/worpatin で

入手可能です。 

ProQuest 社 （ www.proquest.com)

は、Thomson Reuters 社から Dialog

を買収したと発表しました。40 年前に

設立された Dialog は、最も長い歴史

を持つ専門家用のオンライン・データ

ベ ー ス ・ ホ ス ト ・ サ ー ビ ス で す 。

ProQuest 社が Dialog を取得したこと

は、学術・科学情報の市場における

同社の地位を強化するでしょう。 

詳しくは、 

www.proquest.com/pressroom/press

release/08/20080701.shtml を参照し

てください。 

PatentRetriever は、アメリカ、ヨー

ロッパおよび PCT の特許出願書の

PDF ファイルをダウンロードできる

サービスを新た に提供して いま

す。これは、最近できた同種のサ

ー ビ ス と し て は 2 番 目 で 、 IP 

Newsflash に 次 ぐ も の で す 。 IP 

Newsflash は、知財関係のニュー

ス、公式声明、判例法、特許ファミ

リー検索、および EPO の特許公表

サービス(OPS)に基づいて無料で

特許の PDF ファイルをダウンロード

できる機能を加えた EP モニターの

ための知財関連のメタ情報ポータ

ルサイトです。 

公報コーナー 

 
「公報コーナー」は Patent Information News の定期的な記事で、 

読者に EPO 公報についての統計および一般情報を提供します。 

■ EP-A1: サーチレポート付きで公表された欧州特許出願 

■ EP-A2: サーチレポートなしで公表された欧州特許出願 

■ EP-A3: 欧州サーチレポート 

■ EP-B1: 欧州特許明細書 

■ EP-B2: 補正された欧州特許明細書 

注記：表には、PCT ルート経由で出願された欧州特許出願（欧州特許 PCT 出願）

の統計は含まれていません。これらは WIPO から発行されており、英語、フランス語

またはドイツ語以外の言語で存在しない限り、EPO では入手できません。 

現在、全欧州特許出願の約 70% がユーロ PCT 出願です。 

欧州特許公報 2008年1月～9月 

 2008年の週

平均 

2008年1～9

月の合計 

2007年から

の変化 

EP-A公報 

 EP-A1  811 31,636 -0.4% 

 EP-A2 425 16,557 -0.4% 

 EP-A1 + A2の合計 1,236 48,193 -0.1% 

 A1+A2の合計に占める   

 EP-A1の割合 
65.6% -0.3% 

 EP-A3 346 13,510 2.7% 

EP-B公報 

 EP-B1+B2 1,134 44,230 6.2% 

 



「IPC 第 9 版」が 2009 年 1 月 1 日に施行 

分類 

 新たな IPC の 2009 年 1 月版の区分

(scheme)が入手可能です。 

 国際特許分類(IPC)のコアレベル・ア

ドバンストレベルの新版が 2009 年 1

月 1 日から施行されます。その期日前

には更なる改訂は行われません。 

 

 第 9 版における大きな変化は 3 つの

領域で起きています。次の表を見てく

ださい。 

ブをクリックすると見られます。 

 

 WIPOは、コアレベルの冊子の紙媒

体の刊行をやめることを決定しまし

た。アドバンストレベルについては改

正IPCが2006年1月に施行された後に

電子版で入手できるようになっていま

す。 

 

 

 その他の変更は、主として手直しに

とどまるもので、例えば、表題を明確

にしたり、区分からIPCの定義への情

報参照を変更するといったことです。 

 

 数々のサブクラスに含まれる既存の

グループにおいて番号のふり直しが

行われました。異なる技術分野にお

ける区分の構造を統一するため、「こ

のサブクラスの中の他のグループに

分類されない～」という表題を持つグ

ループは、できる限りサブクラスの区

分の末尾に移され、99/00という番号

をつけられることになりました。 

 

 IPCの新旧の異同表は、

http://www.wipo.int/ipc8earlypub/ipc

pub/index.php?lang=en&menulang=

ENの「Compilation」および「RCL」のタ

 変更に対応する準備をはじめたい

利用者は、両方のレベルの新しい区

分をHTML、XMLまたはPDF形式で

WIPOのウェブサイト

www.wipo.int/classifications/ipc/en/I

Tsupport/Version20090101/index.ht

mlからダウンロードできます。 

 

 PDF版のレイアウトは、2006年版の

冊子のものに似ていますので、これら

のファイルをプリントアウトすれば、古

い冊子版に代わるものとして使えま

す。 

 

 加えて、IPC2009年1月版IPCのイン

タラクティブ・オンライン版も

http://www.wipo.int/ipc8earlypubで

入手できます。 
 

クラス 見出し 変更 

A01N65/00 殺生物剤 コアレベルでの詳細な区分。 

H04W 
無線通信ネットワ

ーク 

新たなサブクラスで、メイングル

ープとコアレベルのサブグルー

プが若干あるが、ほとんどのサブ

グループがアドバンストレベルに

属する。 

H04H 放送通信 

サブクラスのための新たなコアレ

ベルの区分（既にIPCの2008年1

月版で導入されたアドバンストレ

ベルの区分に対応するもの）。 

前号について 

前号で見逃したこと 

 本誌 Patent Information News の偶

数号は、我々のウェブサイトのみで公

表されており、紙媒体にはなっていま

せん。前号を見ていない人のた め

に、ここに Patent Information News 

2/2008 からの抜粋を載せておきま

す。 

（www.epo.org/about-us/publications

/patentinformation/news/2008.html

で入手可能です。） 

 

特許情報ユーザーのためのヨ
ーロッパ共通のプラットホーム
（意見交換の場）の開始 
 

 Confederacy of European Patent 

Information User Groups（ヨーロッパ

特許情報ユーザー団体連盟）は、研

修活動の促進と特許情報専門家の

認定制度の構築の支援を主な目的と

して、2008 年 3 月に設立されました。

初代会長は、Aalt van de Kuilen で、

設立時の会員は、AIDB（イタリア）、

CFIB（フランス）、PATMG（英国）PIF

（デンマーク）、SIPIG（スウェーデン）

および WON（オランダ）です。ヨーロッ

パの特許情報ユーザーの団体であ

れば、国や言語、会社を問わず、同

連盟の会員となることができます。同

連盟は、まだユーザーの団体が存在

しない国で、新しい団体を創設する

のを支援する活動も行っています。

更に情報が必要な場合には、 

eu_confederacy@won-nl.org に E メ

ールを送信してください。 

EPC 2000: 出願人の行動に
関する最初のフィードバック 
 

 EPC 2000（2000 年欧州特許条約）

の下では、出願要件があまり厳しくな

くなり、欧州特許出願の初期段階で

の手続の瑕疵を救済しうる機会が多く

なりました。5ヵ月間（2007 年12月から

2008 年 4 月まで）のグラフによれば、

クレーム（請求項）の遅延提出や、再

審査請求の提出権といった EPC の新

しい特徴を利用しているのは少数の

特許出願人にとどまっていることが分

かりました。 

 

ESPACE EP データベースでの
無料 MIMOSA エキスパート検
索 
 

 2008 年 5 月に、EPO は、ESPACE EP

と呼ばれる新しい無料のデータベー

スを公開しました。ESPACE EP では、

特許情報の検索者が、MIMOSA ソフ

トウェアを使ってはじめて無料で 4 週

間分の EP-A および EP-B 公報の全文

にアクセスすることができます。このサ

ービスは、テストのため公衆に開かれ

ているものです。 

www.epo.org/patents/patentinforma

tion/free.html に行き、「ESPACE EP」

の 下 に あ る 「 Register your e-mail 

address（あなたの E メールアドレスを

登録する）」をクリックします。E メール

ア ド レ ス を 登 録 す れ ば 、 無 料 の

MIMOSA 検索エンジンにアクセスす

る方法についての説明が届きます。 

東アジア特許情報のアップデート 

 ウィーンの東アジア特許情報チーム

は、「中国についてのよくある質問」と

「中国のデータベースでの検索」のペ

ージをアップデートしました。このアッ

プデートは主に新しい中国語のホー

ムページのレイアウト、ウェブ・リンクの

変更、および料金の支払いについて

の参照情報に関するものです。もう一

つ特筆すべきアップデートは、「East 

meets Wset 2008」のイベントに関する

もので、各会議ラウンドからの報告書

がオンラインで入手可能です。 

 

www.epo.org/patents/patentinforma

tion/east-asian/helpdesk/china/searc

h.html および 

www.epo.org/about-us/events/emw2
008/を参照してください。 

 



 

「Search Matters 2008」セミナーからの 
新しい e ラーニング・モジュールがオンラインに 

その他のニュース 

 
重要な電話番号 
 

esp@cenet ヘルプデスク 

Tel.: +43 1 52126 4051  

Fax: +43 1 52126 4533  

e-mail: espacenet@epo.org  

 

電子出版物相談 

Tel.: +43 1 52126 2411  

Fax: +43 1 52126 2492  

e-mail: epal@epo.org 

 

INPADOCヘルプデスク 

Tel.: +43 1 52126 115  

Fax: +43 1 52126 3292  

e-mail: inpadoc@epo.org EPO 

 

アジアの特許情報, N.larke, 

Tel.: +43 1 52126 4545 , 

Fax: +43 1 52126 4197 , 

e-mail: asiainfo@epo.org  

 

トレーニング 

Tel.: +43 1 52126 1043  

Fax: +43 1 52126 4533  

e-mail: training.vienna@epo.org 

 

定期購読 

Tel.: +43 1 52126 4546 

Fax: +43 1 52126 2492 

e-mail: subs@epo.org 

 

刊行物 

Tel.: +43 1 52126 4548 

Fax: +43 1 52126 2491 

e-mail: docdeliv@epo.org 

 

オペレータ通話 

Tel.: +43 1 52126 0 

 

EPOカスタマーサービスは欧州特

許に関するあらゆる問題のお問い

合わせにご利用できます。 

 

Tel.: +49 89 2399 4636, 
e-mail: info@epo.org 

2009 年度の「East  
meets West」 

特許情報上級セミナー、 
2008 年 11 月 10 日から 13 日まで 

2008 年度の EPO 特許情報会議、ストックホルム

にて開催予定 

 今 年 の ハ ー グ で の 「 Search 

Matters」セミナーに参加できなかっ

た人に朗報です。 

検索と文書(documentation)について

の 15 の新しい e ラーニング・モジュー

ルが EPO の e ラーニング・ホームペー

ジで入手可能です。セミナーの発表

とワークショップで採用されたモジュ

ールはそれぞれ 15～90 分の長さで、

次のような話題を含みます。 

■インターネットの利用 

■特許以外の文献の検索 

■esp@cenet 

■自動翻訳 

■市場に基づく分類 

■三極分類調和プロジェクト 

■問題解決の手法 

■いつ検索を止めるべきか 

 

モジュールを見るためには、 

www.epo.org/patents/learning/e-lear

ning/searching-documentation.html
#search に進んでください。 

 特許情報に関する次回の「ウィーン

での East meets West（東西会合）」フ

ォーラムは、2009 年 4 月 23 日および

24 日にウ ィー ンの Austira Trend 

Hotel Savoyen（オーストリア・トレンド・

ホテル）で開催されます。このイベント

についての E メール案内を受け取る

ための登録には、フォーラムのウェブ

サイト(www.epo.org/emw2009)にある

申込書に記入するか、EPO の東アジ

ア特許情報チーム、 

asianinfo@epo.org に連絡してくださ

い。 

 第 3 回目となる EPO の 2008 年の特

許情報上級セミナーが 11 月 13 日から

ウィーンで開かれます。このセミナー

についてより詳しく、または予約をす

るには、 

http://application.epo.org/ipcal/i_eve

nt.php?id=1903 に進んでください。 

 

 オンライン・トレーニング（「ヴァーチ

ャル教室」）に新たな授業が加わりま

した。ヴァーチャル・セミナーは無料

で、インターネット・リンクを通じて参加

できます。このリンクは EPO の教員や

他の参加者にもつながっています。 

www.epo.org/topics/ip-events/patent

-event-search.html にある EPO の検

索機能つきイベント・カレンダーでヴ

ァーチャル教室の授業を見つけること

ができます。 
 

 今年度の EPO の特許情報会議は、

スウェーデン、ストックホルムの 

Munchenbryggeriet Convention and 

Conference Centre（ミュンヘンブリゲリ

エ会議センター）にて 2008 年 10 月

28 日から 30 日まで開催される予定で

す。今年の会議の中心的議題は、特

許情報の質です。更なる情報は、 

www.epo.org/pi-conference を参照し

てください。 

www.epo.org 
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